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大阪府北部地震を踏まえた県有施設における塀の安全点検結果について 
 
 このことについて，下記のとおり取りまとめたので，お知らせいたします。 
 

記 
 
１ 塀の安全点検調査の概要 
 (1) 点検調査対象 県が所有する施設に設置している組積造の塀又は補強コンクリート 
          ブロックの塀 
 (2) 点検方法   国土交通省通知のチェックポイントに基づき，次の項目を点検 
   ＜点検項目＞ ①塀の高さ ②塀の厚さ ③控え壁の有無 ④基礎の有無 ⑤塀の健全さ 
 
２ 塀の安全点検調査の結果 
  ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄに不適合な塀がある県有施設数 36 施設（点検対象：118 施設，30.5％）46 箇所 
＜部局別内訳＞ 

部局名 
点検対象 
施 設 数 

不適合 
施設数 施  設  名 

不適合 
箇所数 

総務部 ６ ４ ・取手競輪場 ・金町公舎戸建 ・県公館・公舎 
・千石荘 

４ 

県民生活環境部 ２ ２ ・県民文化センター ・狩猟者研修センター ４ 

保健福祉部 １３ ９ 
・竜ケ崎保健所  ・筑西保健所 ・古河保健所 
・旧笠間保健サービスセンター  ・青少年会館 
・茨城学園    ・日立児童分室 
・土浦児童相談所 ・県立視覚障害者福祉センター 

９ 

産業戦略部 ５９ ２ ・産業技術イノベーションセンター繊維高分子研究所 
・土浦産業技術専門学院 

２ 

農林水産部 ８ ７ 

・境土地改良事務所 ・畜産センター 
・畜産センター養豚研究所・畜産センター肉用牛研究所 
・県北家畜保健衛生所 ・農業大学校園芸部 
・久慈漁港 

12 

土木部 １８ ６ 
・弘道館 ・県営堀口アパート ・県営結城アパート 
・土浦土木事務所 ・鉾田工事事務所  
・鹿島下水道事務所 しらさぎ寮 

８ 

病院局 ３ １ ・こころの医療センター 
１ 

教育庁 ９ ５ ・水戸生涯学習センター分館 ・中央青年の家 
・県立歴史館 ・埋蔵文化財センター ・笠松運動公園 

６ 

計 １１８ ３６  ４６ 

 ※教育庁分には，県立学校及び市町村立学校分は含まない。 
 
３ 今後の対応 
 ○ 付近通行者などに注意喚起をするよう改めて管理者に通知 
 ○ 対象の塀がある県有施設について，専門業者の協力を得ながら，建築系技術職員によ

るブロック内部の点検を実施し，対策が必要な場合には，既定予算や補正予算等で対応
し，速やかに撤去・改修等を目指す。 

  ・ 内部点検：７月 27 日まで（鉄筋の位置確認のみ） 
  ・ 撤去・改修等：12 月末までを目途 
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